
第 号議案

 神戸市下水道条例等の一部を改正する条例の件 

神戸市下水道条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年２月15日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市下水道条例等の一部を改正する条例

（下水道条例の一部改正） 

第１条 神戸市下水道条例（昭和50年 10月条例第40号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 目次

第１章～第３章 ［略］ 第１章～第３章 ［略］

第４章 削除 第４章 水洗化への援助（第23条）

第５章 ［略］ 第５章 ［略］

附則 附則

第４章 削除 第４章 水洗化への援助 

（水洗化訴訟等に関する援助）

第23条 削除 第 23条 市長は、くみ取便所の水洗便

所（汚水管が公共 下水道に連結され

たものに限る。）への改造又は浄化槽
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から汚水を公共下 水道に排除する排

水設備の設置（以 下「水洗化」とい

う。）を行おうとする者が水洗化に係

る紛争を解決する ために訴訟等を利

用 す る こ と を 決 定 し た 場 合 に お い

て、法第１条の目 的からみて必要が

あると認めるとき は、当該水洗化を

行おうとする者に 対して、水洗化に

係る紛争を解決す るために利用する

訴訟等に関する援 助を行うことがで

きる。 

 ２  前項の援助は、神戸市下水道事業

基金条例（昭和55年４月条例第５号）

で定めるところにより、行うものと

する。 

（下水道事業基金条例の一部改正） 

第２条 神戸市下水道事業基金条例の一部を改正する条例（昭和55年４月条例第 

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （貸付け） 
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 第５条 市長は、基金に属する現金を、

独立の生計を営み、かつ、返済能力の

ある者で、下水道法（昭和33年法律第

79号。以下「法」という。）第２条第

８号に規定する処理区域（以下「処理

区域」という。）において、次の各号

のいずれかに該当する行為（以下「貸

付対象行為」という。）を行うものに

対して貸し付けることができる。 

 (1) くみ取便所の水洗便所への改築

（共用のくみ取便所を廃止し、各

戸に水洗便所を設置することを含

む。） 

 (2) 法第 10条第１項に規定する排水

設備の設置又は改築若しくは修繕

で、市長が当該土地の下水を法第

２条第３号に規定する公共下水道

に流入されるために必要と認める

もの 

 ２  市長は、基金に属する現金を、神戸

市下水道条例（昭和50年 10月条例第  

40号）第 23条第１項に規定する者に

対して貸し付けることができる。 

 （貸付けの種類） 

 第６条  貸付けの種類は、次に掲げる

とおりとする。 

 (1) 普通貸付 処理区域において貸

付対象行為を行う者に対する当該

（　282　）



貸付対象行為に要する費用の貸付

け 

 (2) 下水道整備困難地区貸付 市長

が地形上自然流下により下水を公

共下水道に排除することができな

い地区及びこれに準ずる地区と認

める処理区域において、貸付対象

行為のうち規則で定めるものを行

う者に対する当該貸付対象行為に

要する費用の貸付け 

 (3) 水洗化訴訟等費用貸付 前条第

２項に規定する者に対する神戸市

下水道条例第 23条第１項に規定す

る水洗化に係る紛争を解決するた

めに利用する訴訟等（以下「水洗化

訴訟等」という。）の手続に要する

費用、弁護士費用その他これらに

類する費用（以下「水洗化訴訟等費

用」という。）の貸付け 

 （貸付金額） 

 第７条  貸付けの金額は、次の各号に

掲げる区分に応じ 当該各号に定める

額とする。 

 (1) 普通貸付 60万円以内において

貸付対象行為に応じて市長が認め

る額。ただし、法第２条第２号に規

定するポンプ施設の設置を伴う貸

付対象行為を行う者で、下水道整

（　283　）



備困難地区貸付を受けないものに

ついては、貸付対象行為に応じて

市長が認める額とする。 

 (2) 下水道整備困難地区貸付 貸付

対象行為に応じて市長が認める額 

 (3) 水洗化訴訟等費用貸付 規則で

定める水洗化訴訟等費用の範囲内

において市長が定める額 

 （貸付条件等） 

 第８条  貸付けの条件は、次に掲げる

とおりとする。 

 (1) 貸付利率 無利息 

 (2) 償還方法 48箇月以内の均等分

割払。ただし、水洗化訴訟等費用貸

付については、水洗化訴訟等の終

結が確定した日から１年以内の償

還とする。 

 (3) 遅延利息の額 次項に定めると

ころによる。 

 ２  前項第３号の遅延利息の額の計算

については、神戸市市税条例（昭和 

25年８月条例第199号）第13条第１項

及び第２項並びに 同条例附則第３条

の規定を準用する 。この場合におい

て、同条例第 13条第１項中「納期限

（第30条第１項の申告書（法第321条

の８第 22項の規定による申告書に限

る。）に係る税金を納付するときは、

（　284　）



当該税金に係る同条第１項、第２項、

第４項又は第 19項の納期限とする。

納期限の延長があ つたときは、その

延長された納期限 とする。以下この

項において同じ。）」とあるのは「償

還期限（神戸市下 水道事業基金条例

（昭和 55年４月条例第５号）第８条

第１項第２号の規 定に基づく償還期

限 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ。）」と、「延滞金額」とあるのは

「遅延利息の額」と、同項ただし書中

「次の各号に掲げ る税額又は納入金

額の区分に応じ、 当該各号に掲げる

期間」とあるのは「当該償還期限の翌

日 か ら １ 月 を 経 過 す る 日 ま で の 期

間」と読み替えるものとする。 

 ３  第 １ 項 第 ３ 号 の 遅 延 利 息 の 額 に

100円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が1,000円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨

てる。 

 ４  災害その他市長がやむを得ない理

由があると認める ときは、第１項第

２号の償還方法を 変更し、又は同項

第３号の遅延利息 の額を減額し、若

しくは免除することができる。 

 ５  貸付けを受けようとする者は、連

帯 保 証 人 を 選 定 し な け れ ば な ら な
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い。 

 （実地検査等） 

 第９条  市長は、必要があると認める

ときは、基金の貸 付けを受けた者に

対し、関係資料の提出を求め、又は実

地に検査することができる。 

 （貸付けの取消し及び繰上償還） 

 第 10条  市長は、基金の貸付けを受け

た者が、貸付けの 目的以外に貸付金

を使用したとき、 又は貸付条件に違

反したときその他 規則で定める事項

に該当したときは 、基金の貸付けを

取り消し、又は償 還金を一時に返還

させることができる。 

 ２  基金の貸付けを受けた者は、必要

に応じ資金の全部 又は一部を繰上償

還することができる。 

 （貸付金の償還の免除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条～第７条 ［略］  

第 10条の２  市長は、水洗化訴訟等費

用貸付を受けた者 が水洗化訴訟等を

行つた結果、水洗 化訴訟等費用を得

ることができなか つたときその他貸

付金を償還させる ことが適当でない

と認めるときは、 貸付金の全部又は

一 部 の 償 還 を 免 除 す る こ と が で き

る。 

第 11条～第13条  ［略］  

（公共下水道等の構造等に関する技術上の基準を定める条例の一部改正） 
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第３条 神戸市公共下水道等の構造等に関する技術上の基準を定める条例（平成

25年３月条例第78号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

（都市下水路の構造の基準） （都市下水路の構造の基準） 

第４条  法第 28条第２項に規定する条

例で定める都市下 水路の構造に関し

て必要な技術上の基準は、令第 17条

の 1 3に お い て 準 用 す る 令 第 ５ 条 の

８、第５条の９（第６号に係る部分を

除く。）及び第５条の11に定めるとこ

ろによる。 

第４条  法第 28条第２項に規定する条

例で定める都市下 水路の構造に関し

て必要な技術上の基準は、令第 17条

の 1 0に お い て 準 用 す る 令 第 ５ 条 の

８、第５条の９（第６号に係る部分を

除く。）及び第５条の11に定めるとこ

ろによる。 

附  則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この条例の施行前にこの条例第２条の規定による改正前の神戸市下水道事業

基金条例（以下「旧条例」という。）第５条の規定により行った貸付けについ

ては、旧条例第８条から第10条の２までの規定は、この条例の施行後において

も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第８条第２項中「第321

条の８第22項」とあるのは「第321条の８第34項」と、「同条第１項、第２項、

第４項又は第19項」とあるのは「法第321条の８第１項、第２項、又は第31項」
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と、「神戸市下水道事業基金条例」とあるのは「神戸市下水道条例等の一部を

改正する条例（令和 年  月条例第 号）による改正前の神戸市下水道事業基

金条例」と、「掲げる期間」とあるのは「定める日又は期限までの期間」とす

る。 

 

理     由  

くみ取り便所から水洗便所への改築工事等に伴う費用の貸付制度を見直す等に

当たり、条例を改正する必要があるため。 
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